
平成年月日 金曜日 (号外第号)官 報

（
学
校
保
健
統
計
調
査
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
条

学
校
保
健
統
計
調
査
規
則
（
昭
和
二
十
七
年
文
部
省
令
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
一
項
第
一
号
中
「
中
学
校
」
の
下
に
「
、
義
務
教
育
学
校
」
を
加
え
る
。

第
六
条
第
一
項
第
二
号
中
「
公
立
の
大
学
（
地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
六
十

八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
公
立
大
学
法
人
（
以
下
「
公
立
大
学
法
人
」
と
い
う
。）の
設
置
す
る
大
学
を
含
む
。）及
び

高
等
専
門
学
校
（
公
立
大
学
法
人
の
設
置
す
る
高
等
専
門
学
校
を
含
む
。）以
外
の
」
を
削
り
、「
公
立
の
学
校
」
の
下

に「（
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
を
除
く
。）」
を
加
え
、「
設
置
さ
れ
る
学
校
」
の
下
に
「
並
び
に
地
方
独
立
行
政
法
人

法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
七
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
立
大
学
法
人
（
同
法
第
六
十
八

条
第
一
項
に
規
定
す
る
公
立
大
学
法
人
を
い
う
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。）が
設
置
す
る
大
学
に
附
属
し
て
設
置
さ
れ

る
学
校
」
を
加
え
る
。

第
七
条
第
一
項
中
「
の
学
校
」
の
下
に「（
当
該
都
道
府
県
が
単
独
で
又
は
他
の
地
方
公
共
団
体
と
共
同
し
て
設
立

す
る
公
立
大
学
法
人
の
設
置
す
る
学
校
を
含
む
。）」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
の
学
校
」
の
下
に「（
当
該
市
町
村

が
単
独
で
又
は
他
の
市
町
村
と
共
同
し
て
設
立
す
る
公
立
大
学
法
人
の
設
置
す
る
学
校
を
含
む
。）」
を
加
え
る
。

（
学
校
教
員
統
計
調
査
規
則
の
一
部
改
正
）

第
五
条

学
校
教
員
統
計
調
査
規
則
（
昭
和
二
十
八
年
文
部
省
令
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
三
項
中
「
及
び
高
等
学
校
」
の
下
に「（
地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第

六
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
公
立
大
学
法
人
（
以
下
「
公
立
大
学
法
人
」と
い
う
。）の
設
置
す
る
学
校
を
含
む
。）」

を
加
え
る
。

第
六
条
第
二
項
第
一
号
中
「
地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
六
十
八
条
第
一
項
に

規
定
す
る
」
及
び「（
以
下
「
公
立
大
学
法
人
」
と
い
う
。）」
を
削
り
、
同
項
第
二
号
中
「
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校

以
外
の
都
道
府
県
立
及
び
私
立
の
学
校
」
を
「
都
道
府
県
立
の
学
校
（
都
道
府
県
が
単
独
で
又
は
他
の
地
方
公
共
団

体
と
共
同
し
て
設
立
す
る
公
立
大
学
法
人
の
設
置
す
る
学
校
を
含
み
、
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
を
除
く
。
次
条
第

一
項
に
お
い
て
同
じ
。）及
び
私
立
の
学
校
（
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
を
除
く
。）」
に
改
め
る
。

第
七
条
第
一
項
中
「
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
以
外
の
都
道
府
県
立
」
を
「
都
道
府
県
立
の
学
校
」
に
改
め
、
同

条
第
二
項
中
「
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
以
外
の
市
町
村
立
の
学
校
」
を
「
市
町
村
立
の
学
校
（
市
町
村
が
単
独
で

又
は
他
の
市
町
村
と
共
同
し
て
設
立
す
る
公
立
大
学
法
人
の
設
置
す
る
学
校
を
含
み
、
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
を

除
く
。）」
に
改
め
る
。

（
単
位
制
高
等
学
校
教
育
規
程
の
一
部
改
正
）

第
六
条

単
位
制
高
等
学
校
教
育
規
程
（
昭
和
六
十
三
年
文
部
省
令
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
中
「
教
育
委
員
会
」
の
下
に「（
公
立
大
学
法
人
（
地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
八

号
）
第
六
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
公
立
大
学
法
人
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）の
設
置
す
る
高
等

学
校
に
あ
つ
て
は
、
当
該
公
立
大
学
法
人
の
理
事
長
）」を
加
え
る
。

（
教
育
職
員
免
許
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
七
条

教
育
職
員
免
許
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
二
十
年
文
部
科
学
省
令
第
九
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
三
条
第
三
号
中
「
規
定
す
る
国
立
大
学
法
人
」
の
下
に
「
、
地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律

第
百
十
八
号
）
第
六
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
公
立
大
学
法
人
」
を
加
え
る
。

（
障
害
の
あ
る
児
童
及
び
生
徒
の
た
め
の
教
科
用
特
定
図
書
等
の
普
及
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部

改
正
）

第
八
条

障
害
の
あ
る
児
童
及
び
生
徒
の
た
め
の
教
科
用
特
定
図
書
等
の
普
及
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

（
平
成
二
十
年
文
部
科
学
省
令
第
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
中
「
国
立
学
校
」
の
下
に
「
、
公
立
学
校
（
地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
八
号
）

第
六
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
公
立
大
学
法
人
が
設
置
す
る
も
の
に
限
る
。）」
を
加
え
る
。

（
高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
九
条

高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
二
年
文
部
科
学
省
令
第
十
三
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
第
二
項
第
二
号
中
「
地
方
公
共
団
体
」
の
下
に「（
地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
八

号
）
第
六
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
公
立
大
学
法
人
を
含
む
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。）」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関

す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

〇
文
部
科
学
省
令
第
十
三
号

持
続
可
能
な
医
療
保
険
制
度
を
構
築
す
る
た
め
の
国
民

健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七

年
法
律
第
三
十
一
号
）
の
一
部
の
施
行
及
び
公
的
年
金
制

度
の
持
続
可
能
性
の
向
上
を
図
る
た
め
の
国
民
年
金
法
等

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
関
係
政

令
の
整
備
及
び
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
九

年
政
令
第
三
十
七
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
私
立
学
校
教
職

員
共
済
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
二
百
四
十
五
号
）
第

四
十
七
条
及
び
第
四
十
九
条
、
被
用
者
年
金
制
度
の
一
元

化
等
を
図
る
た
め
の
厚
生
年
金
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
及
び
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
等
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
文
部
科
学
省
関
係
政
令
等
の

整
備
及
び
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
に
よ
る
長
期
給
付
等

に
関
す
る
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
七
年
政

令
第
三
百
四
十
八
号
）
第
十
九
条
並
び
に
被
用
者
年
金
制

度
の
一
元
化
等
を
図
る
た
め
の
厚
生
年
金
保
険
法
等
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
三
号
）

附
則
第
七
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す

る
も
の
と
さ
れ
た
同
法
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の

私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
第
四
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
施
行
規
則
等
の
一
部

を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

文
部
科
学
大
臣

松
野

博
一

２

前
項
第
一
号
に
該
当
す
る
者
が
い
な
い
学
校
法
人

等
に
あ
つ
て
は
、
四
分
の
三
以
上
代
表
者
は
同
項
第

二
号
に
該
当
す
る
者
と
す
る
。

３

学
校
法
人
等
は
、
当
該
学
校
法
人
等
に
使
用
さ
れ

る
者
が
四
分
の
三
以
上
代
表
者
で
あ
る
こ
と
若
し
く

は
四
分
の
三
以
上
代
表
者
に
な
ろ
う
と
し
た
こ
と
又

は
四
分
の
三
以
上
代
表
者
と
し
て
正
当
な
行
為
を
し

た
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
不
利
益
な
取
扱
い
を
し
な

い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

前
三
項
の
規
定
は
、
平
成
二
十
八
年
改
正
政
令
附

則
第
三
条
第
四
項
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
二
分
の
一

以
上
同
意
対
象
者
の
過
半
数
を
代
表
す
る
者
に
つ
い

て
準
用
す
る
。

第
三
条
の
八
第
二
項
中
「
第
一
条
の
二
の
七
」を「
第

一
条
の
二
の
八
」
に
改
め
る
。

第
五
条
の
九
中
「
第
七
条
第
三
項
」
を
「
第
七
条
第

四
項
」
に
改
め
る
。

私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を

改
正
す
る
省
令

（
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
施
行
規
則
（
昭
和
二

十
八
年
文
部
省
令
第
二
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
十
六
条
の
三
」
を
「
第
十
六
条
の
四
」

に
改
め
る
。

第
一
条
の
二
の
五
中
「
次
条
に
お
い
て
」
を「
以
下
」

に
改
め
る
。

第
一
条
の
二
の
六
の
見
出
し
中
「
不
該
当
」
の
下
に

「
等
」
を
加
え
、
同
条
第
一
項
中
「
並
び
に
特
定
学
校

法
人
等
に
該
当
し
な
く
な
つ
た
年
月
日
」
を
削
り
、
同

条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

前
二
項
の
規
定
は
、
平
成
二
十
八
年
改
正
政
令
附

則
第
三
条
第
四
項
の
申
出
及
び
同
条
第
六
項
の
申
出

に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
一
条
の
二
の
七
を
第
一
条
の
二
の
八
と
し
、
第
一

条
の
二
の
六
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
四
分
の
三
以
上
代
表
者
等
）

第
一
条
の
二
の
七

平
成
二
十
八
年
改
正
政
令
附
則
第

三
条
第
二
項
第
二
号
イ
及
び
第
六
項
第
二
号
イ
に
規

定
す
る
四
分
の
三
以
上
同
意
対
象
者
の
四
分
の
三
以

上
を
代
表
す
る
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
四
分

の
三
以
上
代
表
者
」
と
い
う
。）は
、
次
の
各
号
の
い

ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
と
す
る
。

一

労
働
基
準
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
四
十
九

号
）
第
四
十
一
条
第
二
号
に
規
定
す
る
監
督
又
は

管
理
の
地
位
に
あ
る
者
で
な
い
こ
と
。

二

四
分
の
三
以
上
代
表
者
を
選
出
す
る
こ
と
を
明

ら
か
に
し
て
実
施
さ
れ
る
投
票
、
挙
手
等
の
方
法

に
よ
り
選
出
さ
れ
た
者
で
あ
る
こ
と
。
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